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事 務 連 絡   

令和８年１月 30 日   

 

 

各都道府県一般廃棄物行政主管部（局） 御中 

 

 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課    

 

 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について（周知） 

 

廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御尽力をいただき御礼申し上げます。 

内閣官房と公正取引委員会においては、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者

の双方の立場からの行動指針として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指

針」（以下「価格交渉に関する指針」という。）を令和５年 11 月 29 日に策定・公表して

いたところです。 

今般、価格交渉に関する指針の策定後に公正取引委員会で実施した調査結果等を踏まえ

て「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加するとともに、令和８年１月１日に

施行した「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」

（令和７年法律第 41 号。同法の施行により「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託

等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小

受託取引適正化法、称：取適法）に改められた。）を踏まえて記載内容の見直しを行い、

併せて、その他所要の修正を行うこととし、別添１のとおり価格交渉に関する指針を令和

８年１月１日付けで改正した（概要版は別添２、改正後の労務費転嫁指針は別添３参照）

とのことですので周知します。 

価格交渉に関する指針については、地方公共団体においても同指針を踏まえて対応する

ことにより、労務費の適切な価格転嫁を図るよう求められており1、一般廃棄物処理業務

における同指針等を踏まえた対応については、環境省から令和６年に通知を行っておりま

す（「一般廃棄物処理業務における「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指

針」等を踏まえた対応について（通知）」2（令和６年９月 30 日付け環循適発第 2409302

号）。以下「９月 30 日付け通知」という。）。 

また、９月 30 日付け通知等を踏まえた対応に係る調査結果等については、昨年度フォ

ローアップ調査を実施し、公表しております3。 

 
1 「「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえた対応について（通知）」（令

和６年１月 12 日付け総行行第 23号）https://www.soumu.go.jp/main_content/000925919.pdf 
2 https://www.env.go.jp/content/000255306.pdf 
3 https://www.env.go.jp/content/000350809.pdf 
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 物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するため、そして廃棄物処理事業を確実に

実施し、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保するためにも、昨今の物価の状況な

ども踏まえた適切な委託料・処理料金が事業者に支払われることが重要です。 

貴部（局）におかれては、９月 30 日付け通知を踏まえ、引き続き一般廃棄物処理業務

における労務費、原材料費、エネルギーコスト等の適切な転嫁のための必要な措置の実施

に努めていただくとともに、改めて９月 30 日付け通知の趣旨及び内容並びに改正された

価格交渉に関する指針について、貴管内市町村に対し、周知徹底をお願いします。 
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